
平塚市教育委員会 令和８年４月定例会 

 

日 時：令和８年４月２４日(金)１４時から 

場 所：平塚市役所本館７階７２０会議室 

 

１ 教育長報告 

（１） 平塚市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則に

ついて 

（２） 令和８年度教職員の配置状況について 

（３）その他 

 

２ 議案第１号  平塚市結核対策委員会委員の解嘱及び委嘱について 

 

３ 議案第２号  平塚市学校運営協議会委員の委嘱等について 

 

４ 議案第３号  平塚市教育支援委員会委員の委嘱等について 

 

５ 議案第４号  平塚市博物館協議会委員の任命について 

 

６ その他 

 



   平塚市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則    

 平塚市学校給食費の管理に関する条例施行規則（令和３年規則第２７号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第１項各号列記以外の部分中「別表第１」を「別表」に改め、同項第１号中「別

表第１又は別表第２に定める月額」を「別表に定める月額又は第５条第１号若しくは第２

号の規定による減額後の月額」に、「第５条」を「第５条第３号」に、「別表第１又は別

表第２に定める１食に相当する額」を「別表に定める１食に相当する額又は第５条第１号

若しくは第２号の規定による減額後の１食に相当する額」に改める。 

 第５条第１号中「別表第２に定める額」を「別表に定める月額及び１食に相当する額の

うちそれぞれ飲用の牛乳の費用に相当する額の減額」に改め、同条第２号中「別表第２に

定める額」を「別表に定める月額及び１食に相当する額からそれぞれ飲用の牛乳の費用に

相当する額を減じて得た額の減額」に改める。 

 附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則第２項に見出しとして「（経

過措置）」を付し、附則に次の６項を加える。 

 （保護者が納付しなければならない額の特例） 

３ 当分の間、第３条第２項の規定にかかわらず、同項の規定により学校給食を受ける児

童又は生徒の保護者が納付しなければならない額は、学校給食費の額を超えない範囲内

の額とすることができる。この場合において、第３条第１項及び第２項中「学校給食費

の額」とあるのは、「附則第４項に規定する納付額」とする。 

４ 前項に規定する学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が納付しなければならない額

（以下「納付額」という。）の算定については、第２条及び別表の規定を準用する。こ

の場合において、第２条第１項第１号中「第５条第１号若しくは第２号」とあるのは「

附則第５項」と、「この条及び第５条第３号」とあるのは「この条」とし、別表第１項

中「５，３６０円」とあるのは「５，２００円」と、「３１５円」とあるのは「３０６

円」とし、同表第２項中「５，９８０円（中学校の第３学年の生徒が２月において学校

給食を受ける場合にあっては、４，２３０円）」とあるのは「４，８００円（中学校の

第３学年の生徒が２月において学校給食を受ける場合にあっては、３，４５０円）」 

と、「３８７円」とあるのは「３１１円」とし、同表備考中「学校給食費の額」とある

のは「納付額」と、「条例第６条」とあるのは「附則第６項」とする。 



 （納付額の減免） 

５ 前２項の規定の適用がある場合における第５条第１号又は第２号の規定による学校給

食費の減額を受けている保護者に係る納付額の減額は、次の表に定めるとおりとする。 

 （１） 小学校 

区分 月額 １食に相当する額 

ア 食物アレルギーその他の ４，０００円 ２３６円 

理由により飲用の牛乳を摂

取することができない場合 

  

イ 食物アレルギーその他の

理由により飲用の牛乳を除

く学校給食を摂取すること

ができない場合 

１，２００円 ７０円 

 （２） 中学校 

区分 月額 １食に相当する額 

ア 食物アレルギーその他の

理由により飲用の牛乳を摂

取することができない場合 

３，９００円（中学校

の第３学年の生徒が２

月において学校給食を

受ける場合にあって

は、２，８１２円） 

２５３円 

イ 食物アレルギーその他の

理由により飲用の牛乳を除

く学校給食を摂取すること

ができない場合 

９００円（中学校の第

３学年の生徒が２月に

おいて学校給食を受け

る場合にあっては、６

３８円） 

５８円 

 備考 

  １ この表において「月額」及び「１食に相当する額」とは、この項の規定により同

表の左欄に掲げる区分に応じて減額した学校給食を受ける児童又は生徒の保護者に

係る納付額をいう。 

  ２ この表の月額及び１食に相当する額は、納付額（この項及び次項の規定による減



額又は免除における算定を含む。）の基礎とするものとする。ただし、別に定めの

ある場合は、この限りでない。 

６ 附則第３項及び附則第４項の規定の適用がある場合における第５条第３号の規定によ

る学校給食費の減額を受けている保護者に係る納付額の減額は、１食に相当する額（附

則第４項において準用する別表に定める１食に相当する額又は前項の規定による減額後

の１食に相当する額をいう。）に当該月の学校給食を実施する期間において連続して学

校給食を受けることができない日数（別に定める日数を除く。）を乗じて得た額（月額

（附則第４項において準用する別表に定める月額又は前項の規定による減額後の月額を

いう。）を超える場合にあっては、月額）とする。 

７ 前２項に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合は、その都度市長

が定める額の納付額の減額又は免除をすることができる。 

 （学校給食費の納付の特例） 

８ 第３条第２項及び附則第３項から前項までの規定にかかわらず、当分の間、小学校に

おいて学校給食を受ける児童の保護者（当該児童について生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）第１３条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている

場合の保護者及び学校給食法（昭和２９年法律第１６９号）第１２条第２項に規定する

学校給食費の全部又は一部の補助を受けている保護者を除く。）は、学校給食費の納付

を要しない。この場合において、第３条第１項中「学校給食費の額」とあるのは、「附

則第８項の規定により学校給食費の納付を要しないこと」とする。 

 別表第２を削り、別表第１第１項中「４，３００円」を「５，３６０円」に、「２５３

円」を「３１５円」に改め、同表第２項中「４，８００円（中学校の第３学年の生徒が２

月において学校給食を受ける場合にあっては、３，４５０円）」を「５，９８０円（中学

校の第３学年の生徒が２月において学校給食を受ける場合にあっては、４，２３０円）」

に、「３１１円」を「３８７円」に改め、同表を別表とする。 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の平塚市学校給食費の管理に関する条例施行規則の規定は、こ

の規則の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に

実施した学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。 
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平塚市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う新旧対照表 

――― 改正部分    

現   行 改 正 改正要旨 

 (学校給食費の額)  (学校給食費の額)  学校給食費の額

の見直しに伴い規

定を整備するほ 

か、学校給食費の 

納付の特例等に関

する規定を整備す

る。 

第2条 学校給食費の額は、別表第1のとおりとする。ただし、

次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。 

第2条 学校給食費の額は、別表のとおりとする。ただし、次

の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。 

 (1) 小学校の第1学年の児童が4月において学校給食を受け

る場合 月額(別表第1又は別表第2に定める月額をいう。

以下この条及び第5条において同じ。)から、1食に相当す

る額(別表第1又は別表第2に定める1食に相当する額をい

う。以下この条及び第5条において同じ。)に、別に定める

同月において基準となる学校給食の実施日数から同月に

おいて学校給食を受ける日数を減じた日数を乗じて得た

額(月額を超える場合にあっては、月額)を減じた額 

 (1) 小学校の第1学年の児童が4月において学校給食を受け

る場合 月額(別表に定める月額又は第5条第1号若しくは

第2号の規定による減額後の月額をいう。以下この条及び

第5条第3号において同じ。)から、1食に相当する額(別表

に定める1食に相当する額又は第5条第1号若しくは第2号

の規定による減額後の1食に相当する額をいう。以下この

条及び第5条第3号において同じ。)に、別に定める同月に

おいて基準となる学校給食の実施日数から同月において

学校給食を受ける日数を減じた日数を乗じて得た額(月額

を超える場合にあっては、月額)を減じた額 

 (2) 省略   (2) 省略  

2 省略 2 省略 

  

 (学校給食費の減免)  (学校給食費の減免) 

第5条 条例第6条の規定による学校給食費の減額又は免除は、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

第5条 条例第6条の規定による学校給食費の減額又は免除は、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 児童又は生徒が食物アレルギーその他の理由により飲

用の牛乳を摂取することができない場合 別表第2に定め

 (1) 児童又は生徒が食物アレルギーその他の理由により飲

用の牛乳を摂取することができない場合 別表に定める
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現   行 改 正 改正要旨 

る額 月額及び1食に相当する額のうちそれぞれ飲用の牛乳の費

用に相当する額の減額 

 (2) 児童又は生徒が食物アレルギーその他の理由により飲

用の牛乳を除く学校給食を摂取することができない場合

 別表第2に定める額 

 (2) 児童又は生徒が食物アレルギーその他の理由により飲

用の牛乳を除く学校給食を摂取することができない場合

 別表に定める月額及び1食に相当する額からそれぞれ飲

用の牛乳の費用に相当する額を減じて得た額の減額 

 (3)・(4) 省略  (3)・(4) 省略 

  

   附 則    附 則 

  (施行期日) 

1 省略 1 省略 

  (経過措置) 

2 省略 2 省略 

  (保護者が納付しなければならない額の特例) 

 3 当分の間、第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に

より学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が納付しなけ

ればならない額は、学校給食費の額を超えない範囲内の額と

することができる。この場合において、第3条第1項及び第2

項中「学校給食費の額」とあるのは、「附則第4項に規定する

納付額」とする。 

 4 前項に規定する学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が

納付しなければならない額(以下「納付額」という。)の算定

については、第2条及び別表の規定を準用する。この場合に

おいて、第2条第1項第1号中「第5条第1号若しくは第2号」と
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現   行 改 正 改正要旨 

あるのは「附則第5項」と、「この条及び第5条第3号」とある

のは「この条」とし、別表第1項中「5,360円」とあるのは「5,

200円」と、「315円」とあるのは「306円」とし、同表第2項

中「5,980円(中学校の第3学年の生徒が2月において学校給食

を受ける場合にあっては、4,230円)」とあるのは「4,800円(中

学校の第3学年の生徒が2月において学校給食を受ける場合

にあっては、3,450円)」と、「387円」とあるのは「311円」

とし、同表備考中「学校給食費の額」とあるのは「納付額」

と、「条例第6条」とあるのは「附則第6項」とする。 

  (納付額の減免) 

 5 前2項の規定の適用がある場合における第5条第1号又は第2

号の規定による学校給食費の減額を受けている保護者に係

る納付額の減額は、次の表に定めるとおりとする。 

  (1) 小学校 

 
区分 月額 

1食に相

当する額 

ア 食物アレルギーその他

の理由により飲用の牛乳

を摂取することができな

い場合 

4,000円 236円 

イ 食物アレルギーその他

の理由により飲用の牛乳

を除く学校給食を摂取す

ることができない場合 

1,200円 70円 
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現   行 改 正 改正要旨 

 (2) 中学校 

 
区分 月額 

1食に相

当する額 

ア 食物アレルギーその他

の理由により飲用の牛乳

を摂取することができな

い場合 

3,900円(中学校の第3学

年の生徒が2月において

学校給食を受ける場合

にあっては、2,812円) 

253円 

イ 食物アレルギーその他

の理由により飲用の牛 

900円(中学校の第3学年

の生徒が2月において学 

58円 

乳を除く学校給食を摂取

することができない場合 

校給食を受ける場合に

あっては、638円) 

 

 

  備考  

   1 この表において「月額」及び「1食に相当する額」とは、

この項の規定により同表の左欄に掲げる区分に応じて

減額した学校給食を受ける児童又は生徒の保護者に係

る納付額をいう。 

   2 この表の月額及び1食に相当する額は、納付額(この項

及び次項の規定による減額又は免除における算定を含

む。)の基礎とするものとする。ただし、別に定めのあ

る場合は、この限りでない。 

 6 附則第3項及び附則第4項の規定の適用がある場合における

第5条第3号の規定による学校給食費の減額を受けている保

護者に係る納付額の減額は、1食に相当する額(附則第4項に

おいて準用する別表に定める1食に相当する額又は前項の規
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現   行 改 正 改正要旨 

定による減額後の1食に相当する額をいう。)に当該月の学校

給食を実施する期間において連続して学校給食を受けるこ

とができない日数(別に定める日数を除く。)を乗じて得た額

(月額(附則第4項において準用する別表に定める月額又は前

項の規定による減額後の月額をいう。)を超える場合にあっ

ては、月額)とする。 

 7 前2項に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認め

る場合は、その都度市長が定める額の納付額の減額又は免除

をすることができる。 

 

  (学校給食費の納付の特例)  

 8 第3条第2項及び附則第3項から前項までの規定にかかわら

ず、当分の間、小学校において学校給食を受ける児童の保護

者(当該児童について生活保護法(昭和25年法律第144号)第1

3条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行わ

れている場合の保護者及び学校給食法(昭和29年法律第169

号)第12条第2項に規定する学校給食費の全部又は一部の補

助を受けている保護者を除く。)は、学校給食費の納付を要

しない。この場合において、第3条第1項中「学校給食費の額」

とあるのは、「附則第8項の規定により学校給食費の納付を要

しないこと」とする。 
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現   行 改 正 改正要旨 

別表第1(第2条、第5条関係) 別表(第2条、第5条関係) 

 1 小学校  1 小学校 

月額 1食に相当する額 

4,300円 253円 
 

月額 1食に相当する額 

5,360円 315円 
 

 2 中学校  2 中学校 

月額 1食に相当する額 

4,800円(中学校の第3学年の生徒が2月にお

いて学校給食を受ける場合にあっては、

3,450円) 

311円 

 

月額 1食に相当する額 

5,980円(中学校の第3学年の生徒が2月にお

いて学校給食を受ける場合にあっては、

4,230円) 

387円 

 

 備考 省略  備考 省略 
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現   行 改 正 改正要旨 

別表第2(第2条、第5条関係)  

 1 小学校  

区分 月額 
1食に相

当する額 

(1) 食物アレルギーその

他の理由により飲用の牛

乳を摂取することができ

ない場合 

3,310円 195円 

(2) 食物アレルギーその

他の理由により飲用の牛

乳を除く学校給食を摂取

することができない場合 

990円 58円 

 

 

 2 中学校  

区分 月額 
1食に相

当する額 

(1) 食物アレルギーその

他の理由により飲用の牛

乳を摂取することができ

ない場合 

3,900円(中学校の第3学

年の生徒が2月において

学校給食を受ける場合

にあっては、2,812円) 

253円 

(2) 食物アレルギーその

他の理由により飲用の牛

乳を除く学校給食を摂取

することができない場合 

900円(中学校の第3学年

の生徒が2月において学

校給食を受ける場合に

あっては、638円) 

58円 

 

 

備考  
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現   行 改 正 改正要旨 

  1 この表において「月額」及び「1食に相当する額」とは、

条例第6条の規定により同表の左欄に掲げる区分に応じ

て減額した学校給食費をいう。 

 

  2 この表の月額及び1食に相当する額は、学校給食費の額

の算定(条例第6条の規定による減額又は免除における

算定を含む。)の基礎とするものとする。ただし、別に

定めのある場合は、この限りでない。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4月定例会　資料

教職員課

小学校 中学校

普通学級 特別支援学級 合　計 普通学級 特別支援学級 合　計

7.4.1 10873 578 11451 7.4.1 5540 265 5805

8.4.1 10666 623 11289 8.4.1 5409 286 5695

増 減 ▲ 207 45 ▲ 162 増 減 ▲ 131 21 ▲ 110

小学校 中学校

普通学級 特別支援学級 合　計 普通学級 特別支援学級 合　計

7.4.1 387 118 505 7.4.1 165 58 223

8.4.1 384 119 503 8.4.1 165 61 226

増 減 ▲ 3 1 ▲ 2 増 減 0 3 3

実学級数 388 507 実学級数 168 229

小学校

校長 教頭 総括教諭・教諭 養護教諭 栄養教諭 学校事務職員 栄養職員 合　計

28 29 672 29 4 34 3 799

中学校兼務１名を
含む (72) (7) (0) (13) (1) (93)

28 29 678 30 4 34 3 806

中学校兼務１名を
含む (66) (7) (0) (11) (1) (85)

増減 0 0 6 1 0 0 0 7

中学校

校長 教頭 総括教諭・教諭 養護教諭 栄養教諭 学校事務職員 栄養職員 合　計

15 16 405 15 1 18 1 471

小学校兼務１名
を含む (85) （4） (0) （9） (1) （99）

15 16 418 15 1 18 1 484

小学校兼務１名
を含む (98) (4) (0) (9) (1) (112)

増減 0 0 13 0 0 0 0 13

総　計

7.4.1 7.4.1

8.4.1
←分校教頭
を含む 8.4.1

増減 増減

1289 16984

20 ▲ 272

8.4.1

7.4.1

8.4.1

県費教職員 児童生徒数

1269 17256

令和８年度　教職員の配置状況
令和8年4月1日現在

１　児童生徒数の増減

２　学級の増減

３　教職員数増減【（　）は内欠員数】

7.4.1



 議案第１号 
 
 

平塚市結核対策委員会委員の解嘱及び委嘱について 

 
 

平塚市結核対策委員会委員について、別紙のとおり解職及び委嘱するものと

する。 

 
 
 

令和８年４月２４日提出 
 
 
 

平塚市教育委員会       
教育長  吉 野 雅 裕  

 
  



 議案第２号 

 

 

平塚市学校運営協議会委員の委嘱等について 

 

 

平塚市学校運営協議会委員について、別紙のとおり委嘱等するものとする。 

 

 

 

令和８年４月２４日提出 

 

 

 

平塚市教育委員会       

教育長  吉 野 雅 裕  

 



 議案第３号 
 
 

平塚市教育支援委員会委員の委嘱等について 

 
 

平塚市教育支援委員会委員について、別紙のとおり委嘱等するものとする。 

 
 
 

令和８年４月２４日提出 
 
 
 

平塚市教育委員会       
教育長  吉 野 雅 裕 

 
 

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 議案第４号 
 
 

平塚市博物館協議会委員の任命について 

 
 

平塚市博物館協議会委員について、別紙のとおり任命するものとする。 

 
 
 

令和８年４月２４日提出 
 
 
 

平塚市教育委員会       
教育長  吉 野 雅 裕  

 
  


